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第
１
回
八
潮
市
議
会
定
例
会
で
、教
育
委
員
会
委
員
の
選
任
案
が

同
意
さ
れ
、４
月
１
日
付
で
、次
の
方
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

（
新　

任
）
中
川　

ま
ど
か
氏

（
任
期　

平
成
28
年
４
月
１
日
〜
32
年
３
月
31
日
）

　

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
促
進
を
図
り
、

地
球
温
暖
化
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
一

般
住
宅
に
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置

す
る
方
を
対
象
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

□対
自
ら
が
居
住
す
る
市
内
の
既
存
住
宅
ま

た
は
新
築
住
宅
に
平
成
28
年
4
月
1
日
か

ら
29
年
3
月
20
日
ま
で
に
補
助
対
象
設
備

を
設
置
し
、
工
事
が
完
了
し
た
方
（
法
人

は
対
象
外
）

対
象
設
備　

「
八
潮
市
住
宅
用
太
陽
光
発

電
シ
ス
テ
ム
設
置
費
補
助
金
交
付
要
綱
」

に
適
合
す
る
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム補
助
金
額　

３
万
円

□申
平
成
29
年
３
月
21
日
ま
で
に
、
所
定
の

申
請
用
紙
（
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
課
ま
た
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
）
お
よ
び
添
付

書
類
を
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
課
（
☎
○内
３
３

８
）
窓
口
へ
（
郵
送
不
可
）

※
手
続
代
行
者
に
よ
る
複
数
の
同
時
申
請

不
可
（
１
人
１
件
ま
で
）

※
予
算
枠
に
達
し
次
第
締
め
切
り

□対
本
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
課
題
の

解
決
の
た
め
に
行
う
事
業
で
、
次
の
す
べ

て
に
該
当
す
る
も
の

▼
市
内
に
事
務
所
ま
た
は
活
動
場
所
を
有

す
る
こ
と
▼
構
成
員
が
５
人
以
上
で
あ
る

こ
と
▼
団
体
の
運
営
に
関
す
る
規
約
な
ど

を
定
め
て
い
る
こ
と
▼
適
切
な
会
計
処
理

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

助
成
額　

対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内

（
上
限
10
万
円
、
１
０
０
０
円
未
満
切
り

捨
て
）
※
公
開
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
る
事
業
説
明
、
専
門
委
員
に
よ
る
審
査

あ
り

□申
５
月
18
日
（
必
着
）
ま
で
に
、
応
募
用

紙
（
市
民
協
働
推
進
課
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
入
手
）
を
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま

た
は
電
子
メ
ー
ル
で
市
民
協
働
推
進
課

（
☎
○内
３
２
８
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
スshim

inkyodo@city.yashio.lg.jp

）
へ

　

女
性
相
談
で
は
、
女
性
が
抱
え
る
さ
ま

ざ
ま
な
悩
み
に
対
し
、
専
門
の
女
性
相
談

員
が
話
を
聞
き
、
気
持
ち
の
整
理
を
お
手

伝
い
し
ま
す
（
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
）
。

　

ま
た
、
法
律
の
手
続
き
・
福
祉
サ
ー
ビ

ス
・
子
育
て
・
医
療
情
報
な
ど
、
必
要
な

機
関
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
解
決
方
法

を
一
緒
に
考
え
ま
す
。

□日
毎
週
水
曜
日
、
第
１
・
２
木
曜
日
、
第

３
・
４
火
曜
日　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

□場
駅
前
出
張
所
内
相
談
室

□問
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
☎
○内
８
１
１

　

本
市
の
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
施
策

を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め

「
第
４
次
八
潮
市
男
女
共
同
参
画
プ
ラ

ン
」
を
策
定
し
ま
し
た
。
平
成
28
年
度
か

ら
37
年
度
ま
で
の
10
年
間
、
途
中
見
直
し

を
図
り
な
が
ら
推
進
し
ま
す
。

　

こ
の
プ
ラ
ン
は
、
市
役
所
、
八
幡
図
書

館
、
八
條
図
書
館
お
よ
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
プ
ラ
ン
策
定
に
あ
た
り
実
施
し

た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
へ
の
意
見
と
市

の
考
え
方
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し

て
い
ま
す
。

□問
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
☎
○内
８
１
１

　

認
知
症
の
早
期
発
見
に
お
役
立
て
く
だ

さ
い
。

□日
11
月
30
日
㈬
ま
で

□場
委
託
医
療
機
関

□対
市
内
在
住
で
、
60
歳
（
昭
和
31
年
４
月

２
日
〜
32
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）
の
方
、

65
歳
（
昭
和
26
年
４
月
２
日
〜
27
年
４
月

１
日
生
ま
れ
）
以
上
の
方

□持
健
康
保
険
証
、
お
薬
手
帳

□費
無
料

□問
長
寿
介
護
課
☎
○内
４
４
８

　

４
月
１
日
か
ら
、
八
潮
駅
北
口
の
八
潮

メ
セ
ナ
・
ア
ネ
ッ
ク
ス
事
務
室
の
一
部
に

「
（
一
社
）
八
潮
市
観
光
協
会
事
務
所
」

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
事
務
所
は
、

市
の
観
光
や
産
業
な
ど
の
魅
力
を
発
信
す

る
と
と
も
に
、
市
外
か
ら
来
訪
す
る
方
へ

の
観
光
案
内
機
能
な
ど
を
も
ち
合
わ
せ
た

施
設
で
す
。

□問
商
工
観
光
課
☎
○内
４
7
9

▼
振
り
込
め
詐
欺
被
害
防
止
合
言
葉
を
守

り
ま
し
ょ
う
。

・
現
金
は
、
本
人
に
し
か
渡
し
ま
せ
ん
。

・
振
り
込
み
ま
せ
ん
。
知
ら
な
い
人
の
口

座
に
は
。

・
す
ぐ
相
談
。
電
話
で
お
金
と
言
わ
れ
た

ら
。

▼
自
転
車
盗
難
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
少

し
の
間
で
も
施
錠
を
徹
底
し
、
防
犯
登
録

を
必
ず
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
自
転
車
保

険
に
も
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

▼
子
ど
も
と
女
性
を
狙
っ
た
犯
罪
が
多
発

し
て
い
ま
す
。
危
機
意
識
を
も
ち
、
危
険

を
感
じ
た
ら
迷
わ
ず
大
声
で
助
け
を
求
め

ま
し
ょ
う
。

▼
あ
い
さ
つ
や
声
か
け
を
積
極
的
に
行
い
、

み
ん
な
で
防
犯
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し

ま
し
ょ
う
。

□問
草
加
警
察
署
生
活
安
全
課
☎
943
･
０
１

１
０

さ 

ぎ

太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
に
補

助
金
を
交
付

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
事
業

助
成
金

４
月
か
ら
火
・
木
曜
日
も
女
性

相
談
を
開
催

（
一
社
）
八
潮
市
観
光
協
会
事

務
所
が
八
潮
駅
前
に
オ
ー
プ
ン

脳
の
健
康
度
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け

ま
し
ょ
う

「
第
４
次
八
潮
市
男
女
共
同
参

画
プ
ラ
ン
」
を
策
定

春
の
地
域
安
全
活
動
週
間

―
４
月
16
日
〜
22
日
―

防災行政無線
テレホンサービス

0120-840-225

996-2111
995-7367

防災行政無線で放送した
内容が聞き取れなかった
場合、再度聞き直せます
（定時放送を除く）。通話
料は無料です。

市役所の電話

FAX

内
案

　本市を含む県東部で構成する埼葛12市町では、さまざまな人権問題の
解決に向け連携して人権教育・啓発活動を実施しています。
　その一環として、毎年４月を「埼葛えせ同和行為対策強化月間」と定め、
同和問題の解決の妨げとなっている「えせ同和行為の排除」を呼びかけ
ています。
「えせ同和行為」とは
　いかにも同和問題の解決に努力しているように装って、個人、企業、行政
機関などに対して「高額な図書の購入強要」や「寄附金・賛助金の強要」
など、「ゆすり」・「たかり」などをすることです。
　えせ同和行為は、不当な要求を受けた方が被害に遭うだけでなく、国民
の間に同和問題に対する誤った意識を植えつけ、新たな偏見や差別意識
を生む大きな要因となっています。
　これは、同和問題解決のために多くの人々が積み重ねてきた啓発活動
や人権教育の効果を一挙に覆す許されない行為です。
えせ同和行為は断固拒否しましょう
　えせ同和行為をする人が、激しい言葉などで不当な要求をしてきても、断
固として拒否し、終始き然とした態度で対応しましょう。
　その場しのぎの安易な対応は相手に期待を抱かせることになり、結果と
して同和問題の解決を遅らせることになります。
※同和問題とは、「同和地区に住んでいる」あるいは「同和地区に生まれ
た」という理由で、結婚や就職、日常生活などの面で差別を受けるという問
題です。
　これは憲法が保障する「基本的人権」の侵害であり、日本の歴史の中で
生み出されたわが国固有の重大な人権問題です。
□問人権・男女共同参画課☎○内８１１、社会教育課☎○内３６５

えせ同和行為を排除しましょう
―埼葛えせ同和行為対策強化月間― 4月から入院時食事療養費および入院時生活療養費

の自己負担額が変更されます

　入院したときは、治療に係る費用とは別に、食事にかかる自己負
担額（標準負担額）があります。
　一般（住民税課税世帯）の方について、平成28年4月からと平成
30年4月からの二段階で、自己負担額が変更されます。
　なお、住民税非課税世帯の方については、変更ありません。

【１食あたりの食事代】

※一般（住民税課税世帯）であっても、次の場合は自己負担額が260円に据
え置かれます。
　・指定難病患者、小児慢性特定疾病患者
　・平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患
者（当分の間）

※住民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示し
ていただくことで、上記の自己負担額となります。「標準負担額減額認定
証」の発行には申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。

一般（住民税課税世帯）

適用年月
所得区分 ～平成28年3月 平成28年4月～

30年3月
平成30年4月～

　260円

210円

160円

100円

住民税非課税世帯 90日までの入院

低所得者Ⅱ 90日を超える入院
（過去12カ月の入院日数）

低所得者Ⅰ

360円 460円

変更なし
 
変更なし 

変更なし 

□問国保年金課☎○内 214

入院時食事療養費・生活療養費の標準負担額（入院時の食事代）

〈国民健康保険・後期高齢者医療加入の方へ〉




